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国立大学法人琉球大学料金規程

平成１６年４月１日

制 定

第１章 総 則

（趣旨）

第１条 この規程は，国立大学法人琉球大学（以下「本学」という。）における授業料その

他の費用に関し必要な事項を定めるものとする。なお，この規程に定める料金の免除及び

徴収猶予に関しては，本学学則，大学院学則その他関係規則等に基づくところによる。

第２章 授業料，入学料，検定料及び学修支援料

（授業料，入学料，検定料及び学修支援料の額）

第２条 授業料，入学料，検定料及び学修支援料の額は，別表第１に定めるとおりとする。

２ 琉球大学学則第１２条及び琉球大学大学院学則第１０条に規定される修業年限又は標準修

業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了する

ことを認められた者から徴収する授業料の年額は，当該在学を認められた期間（以下「長

期在学期間という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する授業料の年額に

修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した

額（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切上げるものとする。）とする。

３ 学部の転入学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，別表第２に定めるとおりとする。

４ 教育学部附属小学校及び附属中学校における検定料の額は，別表第３に定めるとおりと

する。

５ 学部及び大学院法務研究科において，出願書類等による選抜を行い，その合格者に限り

学力検査その他による選抜を行う場合の検定料の額については，別表第４に定めるとおり

とする。

（授業料の徴収方法）

第３条 授業料（科目等履修生，研究生，特別聴講学生及び特別研究学生に係る授業料は除

く。この条から第８条までにおいて同じ。）は，各年度に係る授業料について，前期及び

後期の２期に区分して徴収するものとし，それぞれの期において徴収する額は，年額の２

分の１に相当する額とする。ただし，法務研究科の学生が標準修業年限を超えて在学して

いる場合の徴収額は，それぞれの期において履修すべき単位数により別表１に定める額と

する。

２ 前項の授業料は，前期にあっては４月，後期にあっては１０月に徴収するものとする。

３ 前２項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，前期に係る授業料を徴収する

ときに，当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収することができる。

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず，入学年度に係る授業料について，入学を許可さ

れる者の申出があったときは，入学年度の前年度において入学を許可するときにその一部
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又は全部を徴収することができる。

（入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法）

第４条 特別の事情により，入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において

徴収する授業料の額は，授業料の年額の１２分の１に相当する額（その額に１０円未満の端

数があるときは，これを切上げるものとする。）に入学した日の属する月から次の徴収の

時期前までの月数を乗じて得た額とし，入学の日の属する月に徴収するものとする。

（復学等の場合における授業料の額及び徴収方法）

第５条 前期又は後期の中途において復学，転入学，編入学又は再入学（以下「復学等」と

いう。）をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は，授業料の年額の１２分

の１に相当する額（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切上げるものとする。）

に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし，復学等の

日の属する月に徴収するものとする。

（学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法）

第６条 特別の事情により，学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の

額は，授業料の年額の１２分の１に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし，当該

学年の始めの月に徴収するものとする。ただし，卒業又は課程を修了する月が後期の徴収

の時期後であるときは，後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は，後期の徴収の時

期に徴収するものとする。

（転学等の場合における授業料の額）

第７条 後期の徴収の時期前に転学及び退学する者から徴収する授業料の額は，授業料の年

額の２分の１に相当する額（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切上げるも

のとする。）とする。

（修業年限等を超えて計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを

認められた者に係る授業料の額及び徴収方法の特例）

第８条 第２条第２項の規定により授業料の年額が定められた者が，学年の中途で卒業又は

課程を修了する場合に徴収する授業料の額は，同項の規定により定められた授業料の年額

の１２分の１に相当する額（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切上げるもの

とする。）に在学する月数を乗じて得た額とし，当該学年の始めの月に徴収するものとす

る。ただし，卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは，後期の徴収

の時期後の在学期間に係る授業料は，後期の徴収の時期に徴収することができるものとす

る。

２ 第２条第２項の規定により授業料の年額が定められた者が，長期在学期間を短縮するこ

とを認められる場合には，当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の

年額に当該者が在学した期間の年数（その期間に１年に満たない端数があるときは，これ

を切上げるものとする。以下同じ。）を乗じて得た額から当該者が在学した期間（学年の

中途にあっては，当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。）に納付すべき授業料の
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総額を控除した額を，長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし，

当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には，第２条第１項

に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学

した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。

（科目等履修生等の授業料の徴収方法）

第９条 科目等履修生，特別聴講学生，研究生及び特別研究学生の授業料は，入学を許可さ

れた時に徴収する。ただし，在学予定期間が６ヶ月を超える場合は入学を許可された時，

４月及び１０月に徴収することができる。

（入学料の徴収方法）

第１０条 入学料は，入学を許可するときに徴収するものとする。

（検定料の徴収方法）

第１１条 検定料は，入学，転入学，編入学又は再入学の出願（第２条第５項に規定する場

合を含む。）を受理するときに徴収するものとする。

（学修支援料の徴収）

第１１条の２ 学修支援料は，在籍を許可された学期（半年額）分を徴収するものとする。

２ 前項にかかわらず，法務研究科を修了後，引き続き法務学修生として在籍を許可された

最初の学期分については，徴収しないものとする。

第３章 寄宿料

（寄宿料等の額及び徴収方法）

第１２条 寄宿料の額及び駐車場利用料の額は，別表第５に定めるとおりとし，寄宿料につ

いては，寄宿舎に入居した日の属する月から退去する日の属する月まで，また，駐車場利

用料については，駐車場利用開始日の属する月から利用終了日の属する月まで毎月その月

分を徴収するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず，学生の申出又は承諾があったときは，その申出又は承諾があ

った月分の寄宿料及び駐車場利用料を併せて徴収することができる。

第４章 学位論文審査手数料

（学位論文審査手数料の額及び徴収方法）

第１３条 学位論文審査手数料の額は，別表第６に定めるとおりとし，学位授与の申請を受

理するときに徴収するものとする。

第５章 外部から受入れる研究員等の研究費等

（民間等共同研究員の研究料の額及び徴収方法）
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第１４条 民間等共同研究員の研究科の額は，別表第７に定めるとおりとし，共同研究契約

を締結した後，所定の手続により速やかに徴収するものとする。

２ 同一年度内において研究期間を延長することとなる場合には，同一の民間等共同研究員

に係る研究料は，改めて徴収しない。

（受託研究員，内地研究員，私学研修員，専修学校研修員，公立高等専門学校研修員，

公立大学研修員及び独立行政法人教員研修センター研修員の研究料の額及び徴収方法）

第１５条 受託研究員，内地研究員，私学研修員，専修学校研修員，公立高等専門学校研修

員，公立大学研修員及び教員研修センター研修員の研究料の額は別表第８に定めるとおり

とする。

２ 受託研究員の研究料は受入れを許可するときに徴収するものとする。ただし，別表第８

に掲げる研究期間の範囲内で，研究中止後研究を再開し，又は研究期間を延長することと

なる場合には，同一の受託研究員に係る研究料は改めて徴収しない。

３ 内地研究員の研究料は，研究開始の月までに徴収するものとする。

４ 私学研修員，専修学校研修員，公立高等専門学校研修員，公立大学研修員及び教員研修

センター研修員の研究料は，研究予定期間に応じて，３月分に相当する額を当該期間にお

ける当初の月に徴収するものとする。ただし，在学予定期間が３月未満であるときは，そ

の期間分に相当する額を当該期間内における当初の月に徴収するものとする。また，受入

期間が，本学の事業年度をまたがる場合は，事業年度ごとに区分して徴収する。

（外国人受託研修員の研修料の額及び徴収方法）

第１６条 外国人受託研修員の研修料の額は，別表第９に定めるとおりとし，受入れを許可

するときにその期間に係る研修料を徴収するものとする。ただし，受入期間が，本学の事

業年度をまたがる場合は，事業年度ごとに区分して徴収する。

２ 研修期間の延長を許可する場合は，当該延長期間に係る研修料を徴収するものとする。

（中国医学研修生，病院受託実習生，病院研修生，研修登録医，エイズ診療従事者

研修生，薬剤師実務受託研修生及び栄養サポートチーム専門療法士取得に関わる

実地修練生の実習料等の額及び徴収方法）

第１７条 中国医学研修生，病院受託実習生，病院研修生，研修登録医，エイズ診療従事者

研修生，薬剤師実務受託研修生及び栄養サポートチーム専門療法士取得に関わる実地修練

生の実習料等の額は，別表第１０に定めるとおりとし，受入れを許可するときにその期間

に係る実習料等を徴収するものとする。ただし，受入期間が，本学の事業年度をまたがる

場合は，事業年度ごとに区分して徴収する。

２ 前項の規程にかかわらず，別表第１０に定める料金より高額な申出があった場合は，そ

の額を徴収することとする。

第６章 受託試験料及び受託検査料

（受託試験料の額及び徴収方法）

第１８条 受託試験の試験料の額は，別表第１１に定めるとおりとし，試験の申込みを受理す



- 5 -

るときに徴収するものとする。

２ その他の受託試験に係る料金の額及びその徴収方法については，別に定める。

（病理組織受託検査料及び病理解剖受託検査料の額及び徴収方法）

第１９条 病理組織受託検査料及び病理解剖受託検査料等の額は，別表第１２に定めるとおり

とし，検査の申込みを受理するときに徴収することを原則とする。

第７章 公開講座等の講習料

（講習料の額及び徴収方法）

第２０条 公開講座等の講習料の額は，別表第１３に定めるとおりとし，受講を許可するとき

に徴収するものとする。

第８章 教員免許状更新講習料

（教員免許状更新講習料等の額及び徴収方法）

第２０条の２ 教員免許状更新講習料及び履修証明書再発行手数料の額は，別表第１７に定め

るとおりとし，講習料については受講を許可するときに，履修証明書再発行手数料につい

ては，発行するときに徴収するものとする。

第９章 学内施設等の使用料等

（研究者用宿泊施設の使用料等及び徴収方法）

第２１条 国際交流会館（研究者用），研究者交流施設及び熱帯生物圏研究センター（瀬底研

究施設）研究員宿泊施設の使用料等の額は，別表第１４に定めるとおりとし，国際交流会

館及び熱帯生物圏研究センター（瀬底研究施設）研究員宿泊施設にあっては毎月，研究者

交流施設にあっては使用を許可する時に徴収するものとする。

（産学官連携活動に資する研究施設の使用料及び徴収方法）

第２１条の２ 産学官連携活動に資するため使用を許可された産学官連携棟及び地域創生総

合研究棟の使用料の額は，別表第１４－２に定めるとおりとし，利用期間にかかる全額を，

利用開始後速やかに徴収するものとする。ただし，双方の合意により使用料の支払方法及

び徴収時期を定めた場合には，それによることができる。

（教育研究施設の使用料及び徴収方法）

第２１条の３ 研究基盤センターの施設等使用に係る料金の額及び徴収方法については，別

に定める。

２ 医学部再生医療研究センター棟の施設使用に係る料金の額及び徴収方法については，別

に定める。

（その他の施設の使用料及び徴収方法）
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第２１条の４ 第２１条及び第２１条の２に定める施設以外の使用料及び徴収方法については，

本学土地・建物貸与要領において定める。ただし，第２１条の３，第２５条の２に定める施

設等使用に係る料金の額及び徴収方法についてはこの限りでない。

第１０章 文献複写料

（文献複写料の額及び徴収方法）

第２２条 文献複写料の額は，別表第１５に定めるとおりとし，別に定める場合を除き，文献

複写の申込みを受理するときに徴収するものとする。

第１１章 宿舎料等

（職員寄宿の使用料及び徴収方法）

第２３条 職員宿舎の使用料及び徴収方法は，本学宿舎規程において定める。

第１２章 情報公開に係る手数料

（情報公開に係る手数料の額及び徴収方法）

第２４条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号。以

下「情報公開法」という。）第１７条第２項の規定により本学が定める手数料の額は，次の

各号の区分に応じ，それぞれ各号に定める額とする。

(1) 開示の請求に係る手数料は，開示請求に係る法人文書一件につき３００円とする。
(2) 開示の実施に係る手数料は，別表第１６に定めるとおりとする。（手数料の算出に当た
っては，情報公開法施行令第１３条第１項及び第２項の規定を準用する。

２ 開示請求手数料は，開示の請求の申込みを受理したときに徴収し，開示実施手数料は，

開示の実施をするときに徴収するものとする。

第１３章 個人情報の開示請求に係る手数料

（個人情報の開示請求に係る手数料の額及び徴収方法）

第２４条の２ 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９

号）第２６条第２項の規定により本学が定める開示請求に係る手数料の額は，開示請求に

かかる保有個人情報が記録されている法人文書一件につき，３００円とする。

２ 開示請求に係る手数料は，開示の請求の申込みを受理したときに徴収するものとする。

第１４章 証明書の発行に係る手数料

（証明書発行手数料の額及び徴収方法）

第２４条の３ 琉球大学を卒業又は修了した者，退学した者及び除籍された者並びに琉球大

学に研究生，科目等履修生等で在籍していた者に発行する卒業証明書，修了証明書，成績

証明書，在籍期間証明書，単位取得証明書その他の証明書の発行手数料の額は，別表
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第１８に定めるとおりとし，証明書発行の申込みを受理するときに徴収するものとする。

第１５章 医学部附属病院における診療等に係る料金，施設等の使用料及び

その他の料金

（医学部附属病院における診療等に係る料金の額及び徴収方法）

第２５条 医学部附属病院における診療等に係る料金の額及びその徴収方法については，別

に定める。

（琉球大学医学部附属病院クリニカルシミュレ－ションセンタ－における施設等使用に

係る料金の額及び徴収方法）

第２５条の２ 琉球大学医学部附属病院クリニカルシミュレ－ションセンタ－の施設等使用

に係る料金の額及びその徴収方法については，別に定める。

（琉球大学医学部附属病院臨床研究教育管理センタ－における臨床研究の監査･

モニタリングに係る料金の額及び徴収方法）

第２５条の３ 琉球大学医学部附属病院臨床研究教育管理センタ－が実施する臨床研究の監

査･モニタリングに係る料金の額及びその徴収方法については，別に定める。

（琉球大学医学部附属病院臨床研究支援センタ－における臨床研究の支援に係る

料金の額及び徴収方法）

第２５条の４ 琉球大学医学部附属病院臨床研究支援センタ－における臨床研究の支援に係

る料金の額及びその徴収方法については，別に定める。

第１６章 その他の料金

（再生医療等提供計画審査料の額及び徴収方法）

第２６条 医学部特定認定再生医療等委員会及び医学部認定再生医療等委員会における再生

医療等提供計画審査料の額及び徴収方法については，別に定める。

第１７章 雑則

（規程の改廃）

第２７条 この規程の改廃は，経営協議会の審議と役員会の議を経て学長が行う。

附 則

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１８年４月１日から施行する。



- 8 -

附 則（平成１８年１２月２８日）

この規程は，平成１８年１２月２８日から施行し，改正後の別表第１１（第１８条関係）は，平

成１８年８月１日から適用する。

附 則（平成１９年３月１６日）

この規程は，平成１９年３月１６日から施行し，改正後の別表第１１（第１８条関係）は，平成

１８年８月１日から適用する。

附 則（平成１９年１０月２９日）

この規程は，平成１９年１１月１日から施行する。

附 則（平成２０年４月１６日）

この規程は，平成２０年５月１日から施行する。

附 則（平成２１年３月９日）

この規程は，平成２１年３月９日から施行し，平成２０年４月１日から適用する。ただし，改正

後の別表第１１条（第１８条関係）は，平成２１年４月１日から適用する。

附 則（平成２１年５月２１日）

この規程は，平成２１年５月２１日から施行し，平成２１年４月１日から適用する。

附 則（平成２２年３月２９日）

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年９月６日）

この規程は，平成２２年９月６日から施行し，平成２２年７月２０日から適用する。

附 則（平成２３年３月３１日）

この規程は，平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年１１月１日）

この規程は，平成２３年１１月１日から施行し，平成２３年４月１日から適用する。

附 則（平成２４年２月２４日）

この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年４月５日）

この規程は，平成２５年４月１日から施行し，平成２４年５月１日から適用する。ただし，第２１条

の３ただし書及び第２５条２並びに改正後の別表第１０（第１７条関係）中「病院受託実習生」

の理学療法士，作業療法士の研修料については，平成２５年４月１日から適用する。

附 則（平成２６年３月２８日）

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年３月１８日）

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年３月１１日）

この規程は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，第２６条の改正規定は，平成２７年５

月２７日から適用する。

附 則（平成２８年 7月１ 1 日）

この規程は，平成２８年 7月 11 日から施行し，平成２８年 4月１日から適用する。

附 則（平成２８年９月３０日）

この規程は，平成２８年１０月１日から施行する。

附 則（平成２８年１１月１４日）
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この規程は，平成２８年１１月１４日から施行し，平成２８年１０月１日から適用する。

附 則（平成２９年３月２２日）

この規程は，平成２９年４月１日から施行する。
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別表第１（第２条第１項及び第３条第１項関係）

単位：円

区 分 授 業 料 入 学 料 検 定 料 学修支援料

学部（夜間において授 年 額

業を行う学部を除く） ５３５，８００ ２８２，０００ １７，０００

夜間において授業を行 年 額

う学部 ２６７，９００ １４１，０００ １０，０００

専攻科（特別支援教育 年 額

特別専攻科） ２７３，９００ ５８，４００ １６，５００

年 額
大 学 院 の 研 究 科

５３５，８００ ２８２，０００ ３０，０００

年 額
大学 院 法務 研究 科

８０４，０００ ２８２，０００ ３０，０００

標準修業年限を超過し
た場合，各期額
履修すべき単位数

１～４単位 １００，０００

５～９単位 ２００，０００

１０単位以上 ４０２，０００

科 目 等 履 修 生 １単位

特 別 聴 講 生 １４，８００ ２８，２００ ９，８００

研 究 生 月 額

特 別 研 究 学 生 ２９，７００ ８４，６００ ９，８００

半年額
法 務 学 修 生

３０，０００

別表第２（第２条第３項関係）

単位：円

区 分 検 定 料

学部の転入学，編入学又は再入学 ３０，０００

夜間において授業を行う学部の転入学，編入学又は
１８，０００

再入学

別表第３（第２条第４項関係）

単位：円

区 分 検 定 料

小 学 校 ３，３００

中 学 校 ５，０００
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別表第４（第２条第５項関係）

単位：円

区 分 検 定 料

学部（夜間において授業を行う学部を除く） ４，０００

第一段階目の選抜 夜間において授業を行う学部 ２，２００

大学院法務研究科 ７，０００

学部（夜間において授業を行う学部を除く） １３，０００

第二段階目の選抜 夜間において授業を行う学部 ７，８００

大学院法務研究科 ２３，０００

別表第５（第１２条関係）

単位：円

施 設 区 分 寄宿料等（月額）

単身室 Ａタイプ ４，３００

千 原 寮

単身室 Ｂタイプ ４，７００

単身室 Ｃタイプ １５，０００

千原寮駐車場 １区画 （１台分） １，０００

単身室 Ｄタイプ ５，９００

Ａタイプ ９，５００

夫婦室

国際交流会館 Ｂタイプ ９，５００

Ａタイプ １４，２００

家族室

Ｂタイプ １４，２００

※部屋タイプの区分について

・単身室Ａタイプ 各階に設置されている共同のトイレ，洗面洗濯室，捕食室及び別棟

に設置されている共同シャワー室を利用するタイプ

・単身室Ｂタイプ 各室にトイレがあり，各階に設置されている共同シャワー室，洗濯

室・捕食室を利用するタイプ

・単身室Ｃタイプ 各室にミニキッチン，シャワー，トイレがあり，各階に設置されて

いる共同の洗濯室を利用するタイプ

・単身室Ｄタイプ 外国人留学生の単身用で，各室にキッチン，シャワー，トイレ等が

設置されている。

・夫婦室Ａ・Ｂタイプ 外国人留学生と同居者１名（配偶者・パートナー）用で，各室にキ
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ッチン，シャワー，トイレ等が設置されている。

・家族室Ａ・Ｂタイプ 外国人留学生と同居者２名（配偶者・子など）用で，各室にキッチ

ン，シャワー，トイレ等が設置されている。

別表第６（第１３条関係）

単位：円

区 分 １件当り審査料

学位論文審査手数料 ５７，０００

別表第７（第１４条関係）

単位：円

区 分 研究料（年額）

民間等共同研究員 ４３２，０００

別表第８（第１５条関係）

単位：円

区 分 研 究 期 間 研 究 料

長 期
６ヶ月を超えて

５５６，６６０

一般の受託研究員
１年以内

短 期 ６ヶ月以内 ２７８，３３０

農林水産省及び農林水産省農林水産技 長 期
６ヶ月を超えて

５５６，６６０

術会議事務局所管の独立行政法人（注
１年以内

参照）が定める受託研究員等
６ヶ月以内 ２７８，３３０

短 期

３ヶ月以内 １３９，１６０

内 地 研 究 員
６ヶ月以上

月額 ４３，６１０
１０ヶ月以内

実験（臨床を含む）系 ３ヶ月 １１１，３３０

私 学 研 修 員

非実験系 ３ヶ月 ５５，６６０

実験（臨床を含む）系 ３ヶ月 １１１，３３０

専 修 学 校 研 修 員

非実験系 ３ヶ月 ５５，６６０

実験（臨床を含む）系 ３ヶ月 １１１，３３０

公立高等専門学校研修員

非実験系 ３ヶ月 ５５，６６０
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実験（臨床を含む）系 ３ヶ月 １１１，３３０

公 立 大 学 研 修 員

非実験系 ３ヶ月 ５５，６６０

実 験 系 ３ヶ月 ２９，９９０

独立行政法人教員研修センター研修員

非実験系 ３ヶ月 １７，４００

（注）農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人農業技術研究機構，農業生物資源研究

所，農業環境技術研究所，農業工学研究所，食品総合研究所，国際農林水産業研究センター，森

林総合研究所，水産総合研究センター

別表第９（第１６条）

単位：円

区 分 研 修 料

外 国人 受託 研修 員 １ヶ月 ２２６，０００

別表第１０（第１７条関係）

単位：円

区 分 研 修 料

中 国 医 学 研 修 生 １年 ５５６，６６０

１１週 ３３９，４２０

薬剤師

１週 ３０，８５０

病 院 受 託 実 習 生

理学療法士，作業療法士 １日 ２，１６０

その他 １日 １，０８０

薬剤師 １日 １，５４０

看護師

認定看護師 １日 ４，１１０

専門看護師

病 院 研 修 生

救急救命士 １日 ２，０５０

救急救命士（気管挿管） １症例 ２，０５０

その他 １日 １，０８０

研 修 登 録 医 １月（週１日） ６，４８０

医師・歯科医師 １日 ２，７００

エイズ診療従事者研修生

看護師等医療従事者 １日 １，２９０
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１０ヶ月 ３１２，６８０

薬剤師実務受託研修生

２ヶ月 ６２，５３０

栄養サポートチーム専門療法士取得に関わる実地
４０時間 ３０，８５０

修練生

別表第１１（第１８条関係）

単位：円

試 験 の 種 類 単 位 試 験 料 備 考

骨材洗い試験 １単位 １２，９００

骨材単位容積質量試験 １単位 １２，５００

骨材有機不純物試験 １単位 ６，９００

骨材ふるい分け試験 １単位 ８，５００

細骨材比重試験 １単位 １５，５００

細骨材吸水量試験 １単位 １５，５００

粗骨材比重試験 １単位 １１，８００

粗骨材吸水量試験 １単位 １１，８００

土の粒度試験 １単位 ２３，９００

金属材料引張試験 １単位 ４，９００

金属材料曲げ試験 １単位 ４，０００

コンクリート圧縮試験 １単位（１本） ２，２００

コンクリート曲げ試験 １単位（１本） ４，５００

骨材のアルカリシリカ反応性試験 １単位 １４９，６６０

（化学法）

骨材のアルカリシリカ反応性試験 １単位 １８９，３１０

（モルタルバー法）

※前処理等（サンプリング及び前処理のことをいう。）が必要な場合は，その分の料金は別途相談
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別表第１２（第１９条関係）

単位：円

検 査 名 区 分 検 査 料

病 理 解 剖 解 剖 料 １体 ２７０，０００

迅速顕微鏡検査 １手術につき ２５，９２０

迅速顕微鏡検査 遠隔病理診断 ２１，４９０

顕微鏡検査のみ
１臓器につき

１３，９３０
（リンパ節含む）

病理組織検査 電子顕微鏡検査を行った場合 １臓器につき ３５，５３０
（リンパ節含む）

免疫抗体法検査を行った場合 １臓器につき １７，７１０
（リンパ節含む）

電子顕微鏡及び免疫抗体法検査 １臓器につき
３９，３１０

を行った場合 （リンパ節含む）

組 織 診 断
組織標本１件

２，１６０
当たり

細 胞 診 検 査
婦人科材料 ３，１９０

（１部位につき）
そ の 他 ３，６２０

別表第１３（第２０条関係）

単位：円

１講座当たりの時間数 公開講座等講習料

５時間以下 ２，６７０

５時間を超え １０時間以下 ３，１８０

１０時間を超え １５時間以下 ３，７００

１５時間を超え ２０時間以下 ４，２１０

２０時間を超え ２５時間以下 ４，７３０

２５時間を超え ３０時間以下 ５，２４０

３０時間を超え ３５時間以下 ５，７６０

３５時間を超え ４０時間以下 ６，２７０

４０時間を超え ４５時間以下 ６，７８０

４５時間を超え ５０時間以下 ７，３００
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５０時間を超え ５５時間以下 ７，８１０

５５時間を超え ６０時間以下 ８，３３０

６０時間を超え ６５時間以下 ８，８４０

６５時間を超え ７０時間以下 ９，３６０

７０時間を超え ７５時間以下 ９，８７０

７５時間を超え ８０時間以下 １０，３８０

８０時間を超え ８５時間以下 １０，９００

８５時間を超え ９０時間以下 １１，４１０

９０時間を超え ９５時間以下 １１，９３０

９５時間を超え １００時間以下 １２，４４０

別表第１４（第２１条関係） 単位：円

施 設 等 区 分
使 用 料

月 額 日 額

Ａタイプ １７，７００ ５９０

夫 婦 室

Ｂタイプ １７，０００ ５７０

国際交流会館 Ａタイプ ２７，８００ ９３０

家 族 室

Ｂタイプ ２３，７００ ７９０

単 身 室 ８，６００ ２９０

熱帯生物圏研究センタ Ａ タ イ プ ２４，７６０ ８３０

ー（瀬底研究施設）研

究員宿泊施設 Ｂ タ イ プ １５，１００ ５１０

単位：円

施 設 等 区 分
使 用 料
（１泊１名分）

シングルルーム ２，８００

研究者交流施設
ツインルーム

２人使用 ２，８００

（車椅子対応含む）
１人使用 ４，７００
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別表第１４－２（第２１条の２関係）

単位：円

使 用 料
施 設 等 区 分

（月 額）

産学官連携棟
１㎡当たり

１，５４０
（光熱水料を含む。）

地域創生総合研究棟
１㎡当たり

１，５９０
（光熱水料を含まない。）

別表第１５（第２２条関係）

単位：円

学 内 者 １枚につき ２０

普 通 料 金

学 外 者 １枚につき ４０

電子複写方式 学 内 者 １枚につき ６０

カラー料金

学 外 者 １枚につき ８０

送 料 実 費

学 内 者 １枚につき ２０

ＦＡＸ送付による文献複写

学 外 者 １枚につき ８０

学 内 者 １枚につき ２０

文献画像システムによる文献複写

学 外 者 １枚につき ４０

※「学内者」とは，本学の学生及びこれに準ずる者，役職員並びに名誉教授をいう。

「学外者」とは，学内者以外の者をいう。



- 18 -

別表第１６ （第２４条関係）

単位：円

法人文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額

１ 文書又は図面 イ 閲覧 １００枚までごとにつき１００円

（２の項から４の項まで又

は８の項に該当するものを ロ 撮影した写真フィルムを印画 １枚につき１００円に１２枚までごとに７６０円を

除く。） 紙に印画したものの閲覧 加えた額

ハ 複写機により用紙に複写した 用紙１枚につき１０円（Ａ２判については４０

ものの交付（ニに掲げる方法に 円，Ａ１判については８０円）

より該当するものを除く。）

ニ 複写機により用紙にカラーで 用紙１枚につき２０円（Ａ２判については

複写したものの交付 １４０円，Ａ１判については１８０円）

ホ 撮影した写真フィルムを印画 １枚につき１２０円（縦２０３㎜，横２５４㎜の

紙に印画したものの交付 ものについては，５２０円）に１２枚までごと

に７６０円を加えた額

へ スキャナにより読み取ってで １枚につき５０円に当該文書又は図面１枚ご

きた電磁的記録をフレキシブル とに１０円を加えた額

ディスクカートリッジに複写し

たものの交付

ト スキャナにより読み取ってで １枚につき１００円に当該文書又は図面１枚

きた電磁的記録を光ディスク ごとに１０円を加えた額

（日本工業規格Ｘ０６０６及びＸ６

２８１に適合する直径１２０㎜の

光ディスクの再生装置で再生

することが可能なものに限

る。）に複写したものの交付

チ スキャナにより読み取ってで １枚につき１２０円に当該文書又は図面１枚

きた電磁的記録を光ディスク ごとに１０円を加えた額

（日本工業規格Ｘ６２４１に適合

する直径１２０㎜の光ディスク

の再生装置で再生することが

可能なものに限る。）に複写

したものの交付

２ マイクロフィルム イ 用紙に印刷したものの閲覧 用紙１枚につき１０円

ロ 専用機器により映写したもの １巻につき２９０円

の閲覧

ハ 用紙に印刷したものの交付 用紙１枚につき８０円（Ａ３判については

１４０円，Ａ２判については３７０円，Ａ１判に

ついては６９０円）
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３ 写真フィルム イ 印画紙に印画したものの閲覧 １枚につき１０円

ロ 印画紙に印画したものの交付 １枚につき３０円（縦２０３㎜，横２５４㎜のも

のについては，４３０円）

４ スライド イ 専用機器により映写したもの １巻につき３９０円

（９の項に該当するものを の閲覧

除く。）

ロ 印画紙に印画したものの交付 １枚につき１００円（縦２０３㎜，横２５４㎜の

ものについては，１，３００円）

５ 録音テープ（９の項に該 イ 専用機器により再生したもの １巻につき２９０円

当するものを除く。）又は の聴取

録音ディスク

ロ 録音カセットテープに複写し １巻につき４３０円

たものの交付

６ ビデオテープ又はビデオ イ 専用機器により再生したもの １巻につき２９０円

ディスク の視聴

ロ ビデオカセットテープに複写 １巻につき５８０円

したものの交付

７ 電磁的記録 イ 用紙に出力したものの閲覧 用紙 100枚までごとにつき２００円
（５の項，６の項又は８の

項に該当するものを除く。） ロ 専用機器により再生したもの １ファイルごとにつき４１０円

の閲覧又は視聴

ハ 用紙により出力したものの交 用紙１枚につき１０円

付（ニに掲げる方法に該当する

ものを除く。）

ニ 用紙にカラーで出力したもの 用紙１枚につき２０円

の交付

ホ フレキシブルディスクカート １枚につ５０円に１ファイルごとに２１０円を

リッジに複写したものの交付 加えた額

（※ＦＤのこと）

ヘ 光ディスク（日本工業規格Ｘ １枚につき１００円に１ファイルごとに２１０

０６０６及びＸ６２８１に適合する直 円を加えた額

径１２０㎜の光ディスクの再生装

置で再生することが可能なもの

に限る。）に複写したものの交

付（※ＣＤ－Ｒのこと。）

ト 光ディスク（日本工業規格Ｘ １枚につき１２０円に１ファイルごとに２１０

６２４１に適合する直径１２０㎜の 円を加えた額

光ディスクの再生装置で再生す
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ることが可能なものに限る。）

に複写したものの交付

（※ＤＶＤ－Ｒのこと。）

チ 幅１２．７㎜のオープンリール １巻につき７，０００円に１ファイルごとに２１０

テープに複写したものの交付 円を加えた額

リ 幅１２．７㎜磁気テープカート １巻につき８００円（日本工業規格Ｘ６１３５に

リッジに複写したものの交付 適合するものについては２，５００円，国際規

格１４８３３，１５８９５又は１５３０７に適合するも

のについてはそれぞれ８，６００円，１０，５００

円又は１２，９００円）に１ファイルごとに２１０

円を加えた額

ヌ 幅８㎜の磁気テープカートリ １巻につき１，８００円（日本工業規格Ｘ６１４２

ッジに複写したものの交付 に適合するものについては２，６００円，国際

規格１５７５７に適合するものについては

３，２００円）に１ファイルごとに２１０円を加え

た額

ル 幅３．８１㎜の磁気テープカー １巻につき５９０円（日本工業規格Ｘ６１２９，

トリッジに複写したものの交付 ６１３０又はＸ６１３７に適合するものについて

はそれぞれ８００円，１，３００円又は１，７５０円）

に１ファイルごとに２１０円を加えた額

８ 映画フィルム イ 専用機器により映写したもの １巻につき３９０円

の交付

ロ ビデオカセットテープに複写 ６，８００円（１６㎜映画フィルムについては

したものの交付 １３，０００円，３５㎜映画フィルムについては

１０，１００円）に記録時間１０分までごとに

２，７５０円（１６㎜映画フィルムについては

３，２００円３５㎜映画フィルムについては

２，６５０円）を加えた額

９ スライド及び録音テープ イ 専用機器により再生したもの 一巻につき６８０円

（スライド及び当該スライ の視聴

ドの内容に関する音声を記

録した録音テープを同時に ロ ビデオカセットテープに複写 ５，２００円（スライド２０枚を超える場合にあ

視聴する場合に限る。） したものの交付 っては５，２００円にその超える枚数一枚につ

き１１０円を加えた額）

備 考 １の項ハ若しくはニ，２の項ハ又は７の項ハ若しくはニの場合において，両面印刷の用紙を用

いるときは，片面を１枚として額を算定する。
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別表第１７（第２０条の２関係）

(1) 講習時間及び講習料
単位：円

領 域 講 習 時 間 講 習 料 備 考

必 修 ６時間以上 ７，０００

選 択 必 修 ６時間以上 ７，０００

６時間以上１２時間未満 ７，０００

選 択 １２時間以上１８時間未満 １４，０００

１８時間以上 ２１，０００

(2) 履修証明書発行手数料 ５００円

別表第１８（第２４条の３関係）

単位：円

区 分 発 行 手 数 料

和文による証明書 １通につき ３００

英文による証明書 １通につき ５００


